
 

三上：よろしくお願いします。始めにこのよ

うな機会をいただき、まことにありがとう

ございます。私のほうからは当クリニック

で行っている外来リハビリテーションと訪

問リハビリテーションの役割を中心にお話

しさせていただきたいと思います。 

 

COIは特にありません。 

 

まず、外来リハビリテーションの役割に

ついてです。 

 

外来リハビリテーションは皆さんご存じの

とおり、医療保険分野にて在宅療養に務め

る通院可能な患者に提供するものです。主

な内容としては専門的治療を中心として、

患者の日常生活指導まで行います。主な目

的としては 1)発症後、および増悪後の集中

的なリハビリテーション、そして 2)定期的

な評価、3) 活動性の低下の予防、4) 社会参

加の拡大、ADLの向上です。特に 1番と 2

番が中心的に行われるべきところだと考え

ています。ここがしっかり行われることに

よって 3番と 4番にもつながると考えてい

ます。 

 



 

 

 実際に当クリニックでリハビリテーショ

ンの対象となっているパーキンソン病患者

ですが、薬物療法で運動症状と運動合併症

の改善が不十分な患者、または運動症状と

運動合併症の増悪を認めた患者、そして医

療保険分野にて廃用症候群による運動機能

低下ではないと判断された、これらの 3 つ

の条件を満たすものが対象となっています。 

今年の 6 月の時点で、当クリニックでリ

ハ対象となっているパーキンソン病患者は、

95名いました。そのうち定期的な機能評価

が完遂できた 59名の方のデータですが、こ

ちらを見てみると Hohen & Yahr Stageが

2.89と比較的重症度が中等度のものが対象

となっていることが分かります。 

 

 実際に当クリニックで行っているリハビ

リテーションプログラムですが、複合運動

プログラムといい、四肢および体幹のスト

レッチ、自動介助および自動運動、歩行練

習、エルゴメーター等の有酸素運動を中心

としたプログラムを実施しています。これ

はガイドラインでも推奨されており、1998

年の時点で既にパーキンソン病患者の運動

機能改善に有効であることが示されていま

す。しかし、この研究の対象となっているの

は未介入例。つまりリハビリテーションを

これまでに行っていない症例を対象に週 3

回以上、10週間という比較的短期間、高頻

度に介入した場合の治療効果ですので、一

般的にクリニックで行われるようなリハビ

リとは実施頻度や、期間が異なるのではな

いかと考えられます。 

 

そこで我々は昨年度、クリニックで行わ

れる頻度である週 1 回、6 カ月の複合運動

の介入効果について検討しました。こちら

の対象となっているのは既介入例の検討で

すので、既にリハビリテーションを実施し

ている症例に対しての介入結果となります。

結果を見てみますと姿勢異常や歩行やバラ

ンスの項目、そして運動症状全般の項目、す

べてにおいて維持が認められました。先ほ

どの報告と統合して考えてみますと、まず

発症初期、もしくは増悪時には機能改善を

目的とした週 3 回程度、集中的なリハビリ

テーションを実施して、改善を図っていく。

そして、ある程度短期間に集中的な介入を

行ったことによって改善が見られたならば、

機能維持を目的として中長期的な維持を目

的とした継続的なリハビリテーションを週

1 回程度行っていく。このような関わりに

よって、長期的に ADL能力や QOLを維持

していくことが可能ではないかと考えてい

ます。 



 

 

 

しかしながらパーキンソン病の運動症状

は非常に多彩であり、なかなか改善困難な

症状というものも多くあります。すくみ足

や姿勢異常が特にその例だと思いますが、

ここでは姿勢異常について提示させていた

だきたいと思います。姿勢異常の治療とし

ては、ガイドラインにおいて可動域訓練等

の理学療法が行うことが推奨されています

が、グレード C1にとどまっています。また

エビデンスレベルにしても高いエビデンス

がなく、可動域訓練やストレッチなどの理

学療法がエビデンスレベルⅤにとどまって

いるのが現状です。 

 

これは本年私たちが姿勢異常の自覚と修

正の関係について発表したものです。結果

を見てみますと、前屈の自覚がない群は、前

屈の自覚のあるものよりも有意に角度が小

さいことが示されました。下の方の結果は

口頭指示にて垂直方向に姿勢修正するよう

に指示した時の、修正の可否についてです。

結果を見てみますと、前屈の自覚なし群の

ほうが高率に姿勢の修正が可能である傾向

が示されました。つまり、前屈の姿勢異常は

軽度の場合、自覚がありませんが、自覚がな

くても軽度であれば、こういった指示によ

り修正可能であることが示されました。こ

れらの結果からクリニックにおけるリハビ

リテーションにおいては、なるべく早期か

ら医師と連絡を取りながら、重症化する前

に対応していくことが非常に重要ではない

かと考えています。 

 

このようなことが外来リハビリテーショ

ンの役割として重要な一部分だと思います。

さらに実際の臨床場面では、前屈の自覚が

あっても角度が大きいために修正ができな

いといった症例も多くおり、なかなか臨床

家としては頭を悩ませる部分ではないかと

思います。 

こちらは複合運動プログラムを継続的に

行っていましたが、7 カ月の間で姿勢異常

に増悪を認めた症例です。このような症例

に先ほどの複合運動プラグラムとは異なる

個別運動プログラムを実施しました。その

結果、このような比較的重度の症例に対し

ても改善が得られています。 



 

 

 

これまでの内容をまとめますと、外来リ

ハビリテーションの役割としては、まずは

医師との連携のもと、なるべく早期に対応

をし、複合運動プログラムによって、ある程

度の基本的な運動能力の改善をおこなう。

難治性の症状に対しては、その方の症状や

個別性を考慮した上で、テーラーメード・リ

ハビリテーションを実施していき、改善を

試みていく。このように時期や症状に応じ

た段階的かつ柔軟性もった対応が重要では

ないかと考えています。 

次に訪問リハビリテーションの役割につ

いて提示させていただきます。ここに関し

ては次の先生から在宅のお話もあると思い

ますので、私からは ADLと QOLの話を中

心に提示させていただきたいと思います。 

訪問リハビリテーションとは在宅療養をし

ているという点では、先ほどの外来リハビ

リテーションと一緒ですが、通院が困難で

急性増悪を認めた、集中的な治療が必要な

患者に提供します。そして主な内容として

は、発症および増悪後の集中的なリハビリ

テーション、社会的・住環境等の評価・設定

を行います。そして目的としては、運動機能

改善はもちろんのこと、訪問リハビリテー

ションの特徴的かつ重要な点である実生活

場面での QOL や ADL 能力の向上を図り、

その場面で治療介入していくことではない

かと考えています。 

 

これはパーキンソン病患者の QOL に関

わる因子ですが、これまでに既に転倒歴や

姿勢反射障害、そして歩行障害がパーキン

ソン病患者の QOL に関わる因子として報

告されています。私たちはこの他に、姿勢異

常もパーキンソン病患者の QOL に関わる

因子であることを本年報告しています。 



 

 

 

こちらのデータはその中の一部ですが、姿

勢異常に関与する QOL因子です。PDQ-39

の構成要素を説明変数として重回帰分析を

行っています。 

結果を見てみますと、ADLが有意に関与

する因子として認められました。一方で興

味深いことに運動能力は関与する因子とし

ては認められませんでした。つまり、姿勢異

常を呈する患者は、ADLに困難を感じるこ

とが多い。一方で基本的な運動能力には必

ずしも困難を感じていないということが示

されました。 

 

これは体幹屈曲角度のデータですが、体幹

の側屈に関しても同様の結果が得られてい

ます。 

 

つまり、一般的な臨床的な治療効果とし

て基本的な運動能力そのもの自体の改善を

目的に、評価し治療していくことが多いと

思いますが、QOLを中心に考えたときには、

基本的な運動能力の改善にとどまらず、改

善した基本的な運動能力どうやって日常生

活に応用していくか。そういったところま

で含めて治療介入していくことが重要であ

ると考えています。訪問リハビリテーショ

ンでは基本的な運動能力の改善に基づく

ADL 能力の改善にむけた取り組みを実生

活場面で介入していくことができるという

意味で、非常に重要な役割を担っていると

考えています。そしてそのことが QOLの長

期的な維持、向上につながると考えていま

す。 

 

ここから実際に私が訪問に伺った方の写

真になります。この方は非常に前屈の姿勢



 

 

異常が強く、食事場面でも頭がテーブルに

ついてしまいます。このときはまだ手をつ

いているので、頭を上げていられています

が、実際の食事場面になると頭がテーブル

についてしまったり、頭が味噌汁に入って

しまいそうになったりしているそうです。

このような方に、まずは基本的な運動能力

の改善として姿勢異常そのものの改善を目

的として介入します。そしてそれだけでは

なく、実際のこの方が使っている椅子や食

器、ご自宅にあるクッションなどを使って

環境設定し、このようなかたちで食べてい

きましょうということをご本人、ご家族に

指導していくことができます。この方は、今

もむせや、誤嚥（ごえん）なく食事すること

ができています。 

 

これは先ほどの方のご自宅の写真ですが、

すり足歩行がありながらも、こういった絨

毯（じゅうたん）の上を、スリッパを履いて

普段生活をされています。これは一般的な

ことだと思いますが、もちろんこういった

絨毯の上をすり足でスリッパを履いていた

ら転倒のリスクが考えられます。絨毯自体

を取るのはなかなか難しいですが、最低限

ルームシューズを使用していただくという

ような指導をすることで、転倒を未然に防

ぐことができています。非常に当たり前で

すが、こういう指導も実際にご自宅に伺っ

て、実生活場面をみることで分かる一つの

側面だと思います。 

この写真は車椅子で食事介助をされてい

たある患者様のご自宅にあったリクライニ

ングチェアです。その患者様は高頻度にむ

せを繰り返す方でした。ご自宅の中をみま

すと車椅子以外にこういったリクライニン

グできるソファーがありましたので、食事

介助をするときにはこちらの椅子に移乗し

ていただいて、30度程度にリクライニング

した状態で食事介助をするようにというよ

うにご指導させていただきました。 

その後はだいぶむせも減って今も誤嚥な

く生活されています。こういった環境的な

資源があるということも自宅に伺うことで

分かる一つの側面ではないかと思います。 

 

この 2 枚の写真は、すくみ足がある方の

自宅に伺った際の写真になります。お二方、

違う方ですが、左の方は、すでに Visual cue

としてテープを貼っていたのですが、伺っ

てみると狭いスペースをつくってしまって

います。こういった環境ではやはりすくみ

足が生じやすいので、ご家族にもすくみ足

が生じやすい理由と、片付ける必要がある

意味を説明して、一緒に片付けをしていた



 

 

だくことで、すくみ足が生じやすい環境を

改善しました。 

また右の方は、このようなテープを

Visual cue としてトイレに行くまでに貼っ

ていたのですが、テープが床と同系色、かつ

細いためになかなか効果がでないと考えら

れました。このような同系色で細い線だと、

なかなかポップアップされてきません。勝

手に注意が向かないような Visual cueにな

っていますので、私が伺った際に少し太く

はっきり見えるような、つまりポップアッ

プされてくるような Visual cue に変更し、

すくみ足が改善しました。 

このように訪問リハビリテーションにお

いては、運動能力の改善にとどまらず、改善

した運動能力をいかに日常生活に応用して

いくか。そして長期的に ADL、QOL を維

持向上していくために、環境設定やご家族、

ご本人との関わりをどのようにしていくか

というところが重要だと考えています。 

 

最後の専門性の職種による連携について

です。パーキンソン病をはじめとする神経

変性疾患は、非常に多彩な症状を呈します

ので、なかなか 1 人の専門職種がすべての

症状を把握して、アプローチしていくのは

なかなか困難なことが多いのではないかと

思います。 

 

こちらは多職種によって介入をした群と、1

人の医師によって介入した群を 8 カ月の経

過を見て、改善効果の比較をしています。

QOLに関しても運動能力に関しても、多職

種での介入群で有意に改善が見られていま

す。 

 

こちらは私が実際に訪問して、多職種介

入の重要性を実感した方のご自宅の写真に

なります。この方は台所での転倒が頻回で

した。見ていただくと分かるようにちょっ

と物が多くごちゃごちゃしています。転倒

しやすいような環境にあるということが分

かるかと思います。転倒を繰り返していた

要因としては、物が多いことが 1 つとして

挙げられますが、調理動作をしていると

徐々に疲労してしまい、バランスが悪くな

るというのも影響していました。そのよう



 

 

な疲労している状況で食器を取りにいった

ときにバランスをくずし、掴めるところが

ないという状況にありました。台所環境を

見てみると、手すりを付けるところはなか

なかなく難しいかなと考えられました。あ

と疲労があるのですが、椅子などを置いて

しまうと余計に物が増えてしまい、転倒し

やすいというように、私 1 人では解決策を

見いだせず難渋していた症例でした。 

もちろん片付けられるものを片付けたり、

食器棚に入っている食器の位置を使用頻度

の高い物を下に持ってくるように配置する

など、なるべく手を伸ばして取らなくてい

いような環境に設定することなどは行いま

したが、手すりや疲労しない環境をどう設

定するかは、非常に頭を悩ませていました。 

そこで私の方からケアマネージャーに連

絡し、ケアマネージャーを中心として訪問

看護や福祉業者と連携を取りながら介入を

していった結果、このようなタッチアップ

の手すりを背もたれとして、流し台の近く

に設定する案がでました。これによりまず

疲労を軽減させ、バランスを崩しそうにな

ったときにはパッと手が届いて、手すりと

しても使用できるというような環境設定を

したところ、転倒の頻度が顕著に軽減しま

した。 

 

最後のスライドになりますが、先ほど申

し上げたとおり、非常に多彩な症状を呈す

る神経変性疾患の方に 1 人の専門職だけで

介入し、すべての問題に対応することは困

難だと思います。さらに実際の臨床場面に

おいては、1人の患者様だけではなく、複数

の患者様を実際には担当して、それぞれの

患者についていろいろな側面で考えていか

なければいけない状況だと思います。まず

は 1 人の頭で悩まずに、複数の専門職種と

関係を取りながら相談し、よりよいサービ

スを患者様を中心としたご家族や医師やク

リニック、病院すべてを含めて関わってい

き、ADL、QOLの長期的な維持向上につな

げていくことが重要ではないかと考えてい

ます。 

 

以上で私からの提示は終わります。ご清

聴ありがとうございました。 

笠原：三上先生ありがとうございました。そ

れではフロアのほうから質問を受けたいと

思います。質問のある方、どうぞ。 

質問者Ａ：貴重なご報告ありがとうござい

ました。公立○○病院の理学療養士の○○

と申します。先生に 1 つお伺いしたいこと

があるのですが、パーキンソンの患者は結

構、例えば夏場とか脱水とか、水分量摂取が

契機に、ひどい場合には悪性症候群に陥っ



 

 

たり、レベルがドンと落ちる場合がありま

す。そのときに、チームで関わるということ

ですが、今のケアマネージャーたちはすご

く勉強しておられて、例えばトイレまで自

分で歩かれていた方が、レベルが落ちて歩

けなくなったときに、例えばまず介護の視

点から、ベッドを 3 モーターに替えましょ

うとか、ポータブルを設置しましょうとか、

そういうかたちになって、その活動性が落

ちたことで、さらに廃用が進んでというこ

とを何度か経験したことがあります。当院

の場合だと、そういう状態になるとすぐに

入院して、集中的に治療とリハビリを行っ

て元のレベルに戻しましょうということを

まずトライします。実際に先生のところの

クリニックでは、そういう患者に対してど

ういう関わりをされているのか教えていた

だけますか。 

三上：ありがとうございます。非常に重要な

点だと思います。やはりパーキンソン病患

者だと非常に水分が大切だと思います。特

に夏場だと水分が足りなくなって、病気が

急に進行したように見えるような症状を呈

することが多くあると思います。私たちは

医師のほうからも、リハビリのほうからも

看護師からも、常に口すっぱく患者様、ご家

族に水分がすごく大事だということを説明

することをしています。そしてリハビリの

前にまず今日食事は取れているのか、水分

は取れているのか、睡眠は取れているのか、

そういった日常生活のベースとなる部分が

しっかりできているのかということを確認

して指導していくというのをまず行ってい

ます。 

また多職種でそういった情報を共有して

いくというところでは、リハビリの関わり

がない期間や、外来に来てもらう 1 週間の

間に問題が起こると、把握することは非常

に難しいのですが、関われたときに、何があ

ったかということを聞いて、その間に関わ

っている医療機関やデイサービスなどがあ

る場合には、こちらからお電話をして、どの

ぐらい水分を取っていたのか、どのような

生活状況であったのかなどを医療者同士で

連携を取り、なるべく今後はそういうこと

が起こらないように情報提供をしています。 

質問者Ａ：ありがとうございます。心強い

コメントというか、実際に病院で勤めてい

るわれわれとしては、やはり在宅のスタッ

フに求めるというところが、そういうとこ

ろの 1 つでもあるので、また今度ともご活

躍のほうを期待しています。ありがとうご

ざいました。 

笠原：他にありませんか。 

小森：箱根病院の小森ですが、先生がお示し

になった訪問リハビリの適用といいますか、

どういうときに介入するのかというところ

で、急性増悪時とお書きになっていたので

すが、これは具体的どういうことを示して

おられるのか、教えていただけませんか。 

 

三上：ありがとうございます。具体的には医

師から処方があった場合になるのですが、

基本的に医療保険での場合を想定して今、

私のほうから提示させていただいたのです

が。基本的には、パーキンソン症状の増悪が

急に認められた患者、つまり先ほどのよう

な全身状態の悪化を伴って運動症状が急に

低下してしまったり、あとは転倒など他の

副次的な要因があって入院して退院直後と

かです。そういった場合に集中的介入する

ようにしています。 



 

 

小森：そうすると、リハビリテーション的に

というよりは、全身状態とか、もともと疾患

が悪くなったときに、在宅において、集中的

に介入するということを始めるという、そ

ういうことでよろしいですか。先生のとこ

ろはクリニックなので、先ほどの米田さん

の話もありますが、病院との関わりという

か、その辺のところはどのように考えてお

られるのか。 

三上：ありがとうございます。病院、例えば

1 つの例を挙げますと、クリニックに外来

で通院されていた方が転倒しました。また

は何か他の要因があって入院しました。そ

こから在宅に戻らないといけないといった

ときには、中心的、集中的に訪問して治療介

入するようにしています。 

小森：それはどこかの、例えば特定のという

よりは 1 つに限らないかもしれませんが、

かなり特定の病院とのつながりということ

もつくっておられますか。 

三上：はい、あります。地域連携で近くに総

合病院もありますし、他の病院もあります

ので、そういったところから戻ってきて、外

来受診した際にそこから介入するというか

たちになっています。 

小森：ありがとうございます。 

笠原：はい、他に。どうぞ。 

質問者Ｂ：すみません。○○クリニックの

○○と申します。大変貴重な発表ありがと

うございました。私たちもリハビリテーシ

ョンでパーキンソン病をやっているのです

が、外来で週に 1 回やるというのは頻度が

大変かなと思いますが、どのくらいの頻度

でやればいいかという検討は何かされてい

ますか。私たちも去年に週に 1回がいいか、

2 週に 1 回がいいか、月に 1 回だと効果が

あります。やはり UPDRS の低下を防ぐに

は週に 1回という 2年間のデータですが、

何かそういうデータがあれば教えてほしい

と思います。 

三上：ありがとうございます。実施頻度、介

入している頻度によって改善率がどうだっ

たという検討はしていないのですが、実際

に介入している頻度は、来れる方は週 1 回

ですが、週 1 回通院することが難しい方も

いらっしゃいます。 

質問者Ｂ：大体、薬が月 1回になります。 

三上：はい。月 1 回の方もおられますが、

週 1回介入して、週 1回で外来に通院され

ている方も多くおられます。そういった方

は非常に経過も良く過ごされていますし、

どうしても来られない方もおられますので、

一緒に来るご家族もまきこんで、ご家族も

一緒に自主訓練をその場でやって、これを

お父さん、お母さんと一緒にやりましょう

というように関わって、少しでも長期に維

持できるように介入しています。 

質問者Ｂ：ありがとうございます。私たち

も、どのくらいの頻度でやるかという調べ

たデータがなかなかなかったので、先生た

ちはたくさんやっておられるので、もしあ

れでしたら、今度もそういうデータを調べ

ていただければと思います。ありがとうご

ざいます。 

笠原：時間も詰まってきましたので、次の演

題に入りたいと思います。三上先生、ありが

とうございました。 

 


